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研究成果の概要（和文）：本研究プロジェクトでは、アジア地域における国際私法の共通原則である「アジア国
際私法原則(APPIL: Asian Principles of Private International Law)」の「拡充」および「改善」に向けた研
究、並びに、アジア国際私法原則の「実施」に向けた研究を行った。同時に、この研究過程において必要とされ
る「場」としての「アジア国際私法研究者ネットワーク」を整備し、この場を利用して、アジア諸国の国際私法
に関する詳細な比較研究を行った。

研究成果の概要（英文）：This project conducted research into the 'expansion' and 'improvement' of 
the Asian Principles of Private International Law (APPIL), which are common principles of private 
international law in the Asian region, as well as research into the 'implementation' of the Asian 
Principles of Private International Law. The project also aimed at the "implementation" of the Asian
 Principles of Private International Law. In this research project, we intended to develop the 
Network of Asian Private International Law Researchers as a necessary 'fora' in this research 
process and conduct detailed comparative research on private international law in Asian countries.

研究分野： 国際私法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究プロジェクトにより、一定範囲において、アジア各国の国際私法の内容と、アジアの国際私法の共通原
則が明らかになった。本研究の成果は、長期的には、将来のアジア地域における統一国際私法作成のための基礎
資料となるものと思われる。特にアジア地域では「国際私法典」を有していない国も多く、中期的には、本研究
に関与する各国の専門家を通じて、アジア各国における国際私法立法の際の参照資料として利用されることが期
待される。また、本研究プロジェクトには法律実務家も関与しており、本研究成果が実務で利用されることによ
り、アジア地域での国際私法実務の調和にも資することができよう。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



 
１．研究開始当初の背景 
 
 本研究は、研究代表者および研究分担者がこれまで行ってきたアジア地域における国際私法
の協調・協力体制に向けた４つの共同研究、すなわち「アジア地域の国際環境問題に対処するた
めの民事的協調体制の構築に向けた研究」、「東アジアにおける渉外私法に関わる法制度の調整
的整備と相互協力に関する拠点形成研究」、「東アジアにおける国際民商事紛争解決システムの
構築」、「『アジア国際私法原則』の研究」の成果を基礎として、これらの研究成果を一層深化・
発展させるものであった。 
 上記の共同研究の過程で、「財産法・取引法の分野」における多くの事項に関して、東アジア・
東南アジアにおいて国際私法の共通原則の策定が可能であること、および、「家族法の分野」に
おける共通原則の策定には、各国の法内容の相違が大きいため、一層時間をかけた慎重な検討が
必要であること、が判明した。また、東アジア・東南アジア諸国の代表によって策定された共通
原則は、大陸法・英米法・イスラム法などの多様な法文化を反映するものであり、他のアジア諸
国においても妥当する蓋然性が高いこと、共通原則を策定しても、それが実施されなければ、国
際調和の実現や学術研究の社会還元の観点から不十分であり、何よりも共通原則の実施に向け
た研究が不可欠であること、精確な比較法研究のためには、各国の専門家による共同研究が最も
効率的であること、も判明した。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、アジア地域における国際私法の共通原則である「アジア国際私法原則(APPIL: 
Asian Principles of Private International Law)」の「拡充」および「改善」に向けた研究、並
びに、アジア国際私法原則の「実施」に向けた研究を行うことを主目的とする。同時に、この研
究過程において必要とされる「場」としての「アジア国際私法研究者ネットワーク」および「ア
ジア国際私法フォーラム」を整備・拡充すること、そしてこの場を利用して、アジア諸国の国際
私法に関する詳細な比較研究を行うことも、本研究の補充的な目的である。 
 具体的には、家族法分野のアジア国際私法原則の策定、および、他のアジア諸国でもアジア国
際私法原則が妥当するかの検討を行う。また、当事者や、裁判所、仲裁廷、調停人等の紛争解決
の場におけるアジア国際私法原則の利用・適用・活用に向けて、既に構築されているアジア各国
の国際私法の専門家のネットワークを更に拡充した上で、共同研究を行うことを目的としてい
る。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究では、「アジア国際私法原則」の改善とその実施方法の検討という研究目標を達成する
ため、わが国の国際私法の主要分野のエキスパートと目される研究者を、年齢構成等をも加味し
ながら組織化した上で、中長期的な学術交流を遂行する意思と能力を有する外国の研究者を協
力者として配置した。多様な意見を汲み取って慎重に共通原則の策定・改善・実施に向けた研究
を行うため、報告担当者も研究組織内に限定せず、当該分野に最適の研究者に協力を依頼する。
また、多くの研究者に「開かれた」形で「議論の場」を提供するため、内外で研究集会・国際シ
ンポジウムを多数開催すると共に、インターネットを利用して、情報交換および議論を進める。 
 
４．研究成果 
 
 本研究の第 1の成果として、「アジア国際私法原則」の策定・拡充・改善に関する公刊物があ
げられる。たとえば、アジア国際私法原則を紹介するものとして、次のものがある。 
 ・Naoshi Takasugi and Beligh Elbalti, "Asian Principles of Private International Law" in 
Girsberger et al. (eds), Choice of Law in International Commercial Contracts (Oxford 
University Press, 2021), pp.399-413 
 ・UEMATSU Mao, "APPIL (Asian Principles of Private International Law) and its 
Perspective Regarding International Jurisdiction", Ritsumeikan Law Review, No.37, pp.35-
49 (2019) 
 ・高杉直「アジア国際私法原則（APPIL）について」同志社法学 69 巻 7 号 277 頁-294 頁
（2018） 
 ・Weizuo Chen and Gerald Goldstein, "The Asian Principles of Private International Law: 
objectives, contents, structure and topics on choice of law", Journal of Private International 
Law, vol.13, No.2, pp.411-434 (2017) 
 本研究の第 2 の成果として、アジア諸国の国際私法の比較研究に関する公刊物があげられる。
特に、Bloomsbury Publishing (Hart Publishing)社から公刊されている「Studies in Private 
International Law - Asia（アジア国際私法研究）」のシリーズは、本研究においても中心的な役
割を果たした Anselmo Reyes 教授がシリーズ編集者となって公刊したものであり、同シリーズ
の多くの書籍にも本研究グループの参加者が関与している。 



 同シリーズは、現時点までに次の書籍が公刊されている（今後も相当数の書籍が公刊の予定で
ある）。 
 ・Kazuaki Nishioka and Yuko Nishitani, Japanese Private International Law (2021) 
 ・Stellina Jolly and Saloni Khanderia, Indian Private International Law (2021) 
 ・Anselmo Reyes and Wilson Lui (eds), Direct Jurisdiction (2021) 
 ・Xiaohong Liu and Zhengyi Zhang (eds), Chinese Private International Law (2021) 
 ・Afifah Kusumadara, Indonesian Private International Law (2021) 
 ・ Anselmo Reyes (eds), Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 
Commercial Matters (2019) 
 これら書籍以外にも、本研究を通じて得た知見に基づき、本研究に関与した内外の者によって
多数の論文が公刊されている。 
 本研究の第 3 の成果として、アジア地域における法律実務家（とくに裁判官、仲裁人および調
停人となっている専門家）との交流があげられる。国内外での国際シンポジウム等を開催するこ
とで、これらに参加した実務家との間で、アジア国際私法原則の存在と内容について意見交換を
行っている。 
 本研究の第 4 の成果として、アジア地域および世界的な国際私法の専門家ネットワークの構
築があげられる。特に本研究グループを発展させる恒常的な研究組織として「アジア国際私法学
会」が設立された。今後、アジア国際私法学会において、継続的に、「アジア国際私法原則」の
策定・拡充・改善が図られる予定である。 
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